
 

1 

 

原子力規制庁記者ブリーフィング 

 

  日時：平成30年11月13日（火）14:30～ 

  場所：原子力規制委員会庁舎 記者会見室 

  対応：大熊長官官房総務課長 

 

 

＜本日の報告事項＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原子力規制庁の定例ブリーフィ

ングを始めます。 

○大熊総務課長 それでは、お手元の広報日程に基づきまして、補足説明をさせていただ

きます。 

  まず、1ページ目、1.（1）第41回の原子力規制委員会定例会が、明日11月14日水曜日

午前中に開催される予定でございます。議題は4件予定されております。 

  まず、議題1「関西電力株式会社高浜発電所1号、2号、3号及び4号炉の発電用原子炉設

置変更許可申請書に関する審査の結果の案のとりまとめについて（案）－内部溢水によ

る管理区域外への漏えいの防止等－」。 

  こちらの内容でございますが、議題にも記載のございます内部溢水による管理区域外

への漏えいの防止、また、柏崎刈羽6号、7号炉の審査を通じて得られた知見の反映に関

しまして、昨年末から本年初めにかけまして規則等の改正が行われたところでございま

す。これら規則等の改正を踏まえました高浜1号、2号、3号及び4号炉の設置変更許可の

申請が提出されていたところでございまして、これに対する審査の結果の案を取りまと

めることについて、委員会で審議をいただくものでございます。 

  次に、議題2「四国電力株式会社伊方発電所3号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書

に関する審査の結果の案のとりまとめについて（案）－地震時の燃料被覆材の放射性物

質の閉じ込め機能の維持に係る措置－」。 

  こちらの議題につきましても、議題に副題として記載のございます、地震時の燃料被

覆材の機能維持に係る措置に関しまして、こちらは昨年の秋に関係規則等の改正が行わ

れたところでございます。これを踏まえました設置変更許可の申請が、本件につきまし

ては、伊方発電所3号炉について提出されていたところでございまして、これについて

の審査の結果の案を取りまとめることについて、審議をいただくというものでございま

す。 

  次に、議題3「実用炉等以外の原子力施設に対する内部脅威対策等の強化のための関係

規則等の改正案及び改正案に対する意見公募の実施について」。こちらにつきましては、

実用炉等以外の原子力施設に対する内部脅威対策につきましては、関係事業者等の意見

を聴取し、先般10月に委員会の臨時会議において検討が行われたところでございます。
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その検討結果を踏まえまして、関係規則の改正案を事務局において作成いたしましたの

で、こちらについてお諮りし、意見募集、パブリックコメントを行うことについて、審

議をいただくというものでございます。 

  次に、議題4「ウラン加工施設の安全性向上評価の運用ガイド等の改正について」。こ

ちらは4月の委員会におきまして、ウラン加工施設の規制の進め方について審議が行わ

れましたが、その際に、ウラン加工施設における安全性向上評価に関する運用ガイド等

の見直しの方向性についても報告を行ったところでございます。その後、事業者におけ

る検討結果の報告を踏まえまして、今回、運用ガイド等の方針を委員会に説明し、御審

議をいただくというものでございます。 

  次に、広報日程の3ページ目を御覧いただきたいと思います。 

  中段、11月19日月曜日、（6）第65回特定原子力施設監視・評価検討会、こちらの開催

が午後に予定されております。議題としては3点予定をされてございます。 

  まず、議題1といたしまして「建屋滞留水等処理の進捗状況」ということで、建屋滞留

水の水位の低下を前倒しするということについての検討の状況について、説明をお聞き

するという予定でございます。 

  次に、議題2といたしまして「地震・津波対策の進捗状況」ということで、建屋開口部

の閉止のための対策、これについての検討状況などについて、説明をお聞きする予定で

ございます。 

  次に、議題3点目といたしまして「3号機燃料取扱機の不具合原因調査状況及び今後の

対応」ということで、こちらの不具合の原因調査が現在実施されているところでござい

ます。こちらの調査の実施状況、途中経過でございますが、状況について説明をお聞き

するという予定でございます。 

  次に、その下、（7）近接の原子力施設からの影響に係る審査に関する意見交換。こち

らは、先般9月26日の原子力規制委員会におきまして「近接の原子力施設からの影響に

係る審査について」という文書について審議・議論が行われまして、その際に、事業者

からの意見を聴取するということとされたところでございます。この方針に基づきまし

て、委員会でお諮りをした資料について、関係の事業者と意見交換を行うというもので

ございます。 

  私からの御説明は以上です。 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは、皆様からの質問をお受けします。いつものとおり、所属と名前をおっ

しゃってから質問の方をお願いいたします。 

  それでは、質問のある方は手を挙げてください。ワタナベさん。 

○記者 時事通信のワタナベと申します。よろしくお願いいたします。 

  3ページ目、特定原子力施設監視・評価検討会の関係でお伺いしたいのですが、議題3
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の3号機の燃料取扱機に関することですが、前回の会合にはメーカーの東芝エネルギー

システムズが参加していたかと思うのですけれども、今回の会合には彼らは参加する予

定とかはあるのでしょうか。 

○大熊総務課長 今、御指摘いただいたとおり、前回は東芝エネルギーシステムズに出席

をいただき、報告・議論が行われたところでございます。今回は不具合原因調査、まだ

進められている途中でございますので、今回については東芝エネルギーシステムズから

は出席はなく、東京電力から説明を聴取するという予定になっております。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 ほか、ございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、本日のブリーフィングは以上としたいと思います。お疲れさまでした。 

 

－了－ 


